
群馬県立県民健康科学大学学位規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、学位規則（昭和 28年文部省令第９号）第 13条第１項並びに群馬県立県

民健康科学大学学則（以下「学則」という。）第３５条及び第３６条並びに群馬県立県民健

康科学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第３３条及び第３４条の規定に基づき、

群馬県立県民健康科学大学（以下「本学」という｡）において授与する学位の種類、その他

学位に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（学位の種類） 

第２条 本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とする。 

２ 前項の学位に次の区分に従い、専攻分野を付記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学位授与の要件） 

第３条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。 

２ 修士の学位は、本学大学院博士前期課程を修了した者に授与する。 

３ 博士の学位は、本学大学院博士後期課程を修了した者に授与する。 

 

（学位論文の提出） 

第４条 前条第２項及び第３項の規定により学位の授与を受けようとする者は、学位論文審査

願及び学位論文（博士前期課程においては特定の課題についての研究の成果を含む。以下同

じ。）を、研究科長に提出するものとする。 

（学位論文の審査） 

第５条 大学院研究科教授会は、別に定める学位論文審査に関する規程に基づき、学位論文の
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審査及び最終試験を行うものとする。 

 

（修士及び博士の学位の認定） 

第６条 大学院研究科教授会は、修士及び博士の学位授与の可否を審議する。 

２ 前項の学位授与の認定は、大学院研究科教授会の構成員の３分の２以上の出席があること

を要し、学位授与を可とするには、出席者の３分の２以上の賛成を要する。 

 

（学長への報告） 

第７条 研究科長は、前条第２項の審議の結果をすみやかに学長に報告しなければならない。 

 

（学位の授与等） 

第８条 学長は、学位を授与できると認めた者に対しては、学位記を交付して学位を授与する。

２ 学位記の様式は、別記様式第１号から第６号とする。 

 

（学位の名称） 

第９条 本学において学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、学位の下に「群馬

県立県民健康科学大学」と付記しなければならない。 

 

（学位の取消し） 

第 10条 学長は、本学において学位を授与された者が、不正な方法により学位を受けた事実

が判明したときは、教授会又は大学院研究科教授会の議を経て、学位の授与を取り消し、学

位記を返還させるものとする。 

 

（その他） 

第 11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学部及び研究科において定める。 

 

附 則 

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の日前に入学した者については、この規程の規定にかかわらず、廃止前 

の群馬県立県民健康科学大学学位規程の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１号（第８条関係）（Ａ３版） 
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別記様式第２号（第８条関係）（Ａ３版） 
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別記様式第３号（第８条関係）（Ａ３版） 
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別記様式第４号（第８条関係）（Ａ３版） 
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別記様式第５号（第８条関係）（Ａ３版） 
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別記様式第６号（第８条関係）（Ａ３版） 
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